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FBA を利用した日本での出品における、主な貿易上の手続きと輸入申告1 

価格に関して 2 

 3 

 4 

フルフィルメントby Amazon(FBA)を利用している出品者が、海外から商品を発送し、日本の5 

Amazonフルフィルメントセンターに納品する場合に必要な貿易上の手続きと、日本輸入時の申告価6 

格の決定方法について説明します。 7 

 8 

重要：このページは日本の法令上求められるすべての手続きについて記載するものではなく、FBAを利9 

用する出品者が輸入商品について行うべき手続きを自ら判断することを促すためのものです。各取扱い、10 

必要手続きについては各法令をご自身で参照いただき必要に応じて税関をはじめ各当局へお問い合わ11 

せください。輸入する貨物によっては、関税法による輸入許可以外のその他の法令（輸入関係他法12 

令）による許可や承認が必要な場合があります。輸入関係他法令に関する輸入許可や承認に関する13 

情報については「４．関係当局への問い合わせ」をご参考下さい。 14 

 15 

1. 輸入申告までの流れと、出品者が貿易手続き上行うべきこと 16 

海外から商品を発送してフルフィルメントセンターに納品するまでの一般的な流れ、各ステップの内容と、17 

出品者が貿易手続き上行うべきことについて説明します。 18 

 19 

(1) 輸出の準備 20 

 内容： 21 

出品者が日本で販売する予定の商品を用意し、輸出国での輸出のために必要な準備を行い22 

ます。 23 

 出品者が貿易手続き上行うべきこと： 24 

・ 輸送をするための運送業者、通関手続きを代行する通関業者を選定し、通関業者へ通関を25 

委任します。その際の委任状は、通常、各通関業者で準備している様式がありますので通関26 

業者に確認をしてください。 27 

・ 輸出国での法令を確認し、輸出規制品である場合には、必要な申請手続きを予め行います。 28 

 29 

Amazon
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(2) 輸入の準備 30 

 内容： 31 

日本での輸入のために必要な準備を行います。 32 

 出品者が貿易手続き上行うべきこと： 33 

・ 日本の輸入関係他法令を確認し、事前に許可・登録が必要なものについては、輸入者に対し34 

て輸入の可否について確認します。 35 

・ 出品者が日本に居住していない場合、日本での 税関事務管理人(ACP)や登録輸入者36 

(IOR)を指定します。 ※詳しくは「Understand ACP and IOR guidance（ACPおよび37 

IORのガイダンスを理解する）」（英語）を参照下さい。 38 

 39 

(3) 輸送・輸出の手配、輸出申告 40 

 内容： 41 

輸出入の準備が整ったら、輸送・通関手続きについて運送・通関業者に手配を開始します。42 

運送業者に商品を引き渡し、その後、通関業者が輸出申告を行います。 43 

 出品者が貿易手続き上行うべきこと： 44 

・ 通関業者に輸出申告に必要な書類を提出します。 45 

・ 輸出国の法令に基づき、輸出者としての輸出関連書類の保存をします。 46 

 輸出申告に必要な主な書類： 47 

Õ 仕入書（インボイス） 48 

Õ 梱包明細書（パッキングリスト） 49 

Õ 船積依頼書（シッピング・インストラクション） 50 

Õ 通関業者への委任状 51 

Õ 各種法令により取得した許可書、証明書 52 

 53 

(4) 輸入の手配、輸入申告、輸入許可 54 

 内容： 55 

日本に商品が到着したら、輸入の通関手続きについて通関業者に手配を依頼します。その56 

後、通関業者が輸入申告を行い、輸入する貨物に係る原則として関税・輸入消費税を支払57 

った後、輸入の許可が下ります。 58 

 出品者が貿易手続き上行うべきこと： 59 

・ 通関業者に輸入申告に必要な書類を提出します。 60 

・ 税関事務管理人を利用して出品者が輸入者となる場合、日本の法令に基づき、輸入者とし61 

ての輸入関連書類の保存を行います。 62 

https://m.media-amazon.com/images/G/09/rainier/help/Understand_ACP_and_IOR._CB1198675309_.pdf
https://m.media-amazon.com/images/G/09/rainier/help/Understand_ACP_and_IOR._CB1198675309_.pdf


3 
 
 

 輸入申告に必要な主な書類 63 

Õ 仕入書（インボイス） 64 

Õ 梱包明細書（パッキングリスト） 65 

Õ 船荷証券(B/L：船会社に貨物を預ける際に船会社が発行する運送状) 66 

Õ 航空貨物運送状(AirWayBill：航空会社に貨物を預ける際に航空会社が発行する運送状) 67 

Õ 通関業者への委任状 68 

Õ 税関事務管理人を利用する場合、税関の承認を受けた税関事務管理人届出書 69 

Õ 各種法令により取得した許可書、証明書等 70 

Õ その他商品情報、輸入申告価格が正しく算出されていることを説明できるもの（輸入71 

申告価格については、3.「輸入申告価格の決定方法」をご確認ください） 72 

 73 

(5) !ƳŀȊƻƴフルフィルメントセンターへの納品 74 

 内容： 75 

輸入の許可が下りたら、運送業者が、商品をAmazonフルフィルメントセンターに納品しま76 

す。 77 

 出品者が貿易手続き上行うべきこと： 78 

・ 運送業者への配送手配を行ってください。 79 

 80 

2. 関税及び輸入消費税について 81 

輸入時に支払う関税・輸入消費税は、主に輸入申告時の申告価格により算出されます。輸入申告82 

価格に関税率を乗じて算出されるもののことを従価税品といい、輸入貨物のほとんどが従価税品となりま83 

す。ここで用いられる申告価格は、輸入者が自らの責任で算出し、正しい申告を行うことが重要です。 84 

税関は、輸入申告を受け取った後、輸入申告価格が法律の規定に従って正しく算出されているかチェ85 

ックを行い、申告価格が正しくない場合には輸入の許可が下りないということもありえます。 86 

そのようなことにならないように、法律に則った輸入申告価格の決定方法について正しく理解の上、適切87 

な対応をお願いします。詳しい内容について以下3.「輸入申告価格の決定方法」で説明しますのでご88 

確認下さい。 89 

 90 

3. 輸入申告価格の決定方法 91 

輸入申告価格の決定方法は、以下の流れにより決定されます。 92 

図 3-1 93 
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 94 

 95 

(1) 原則的な方法 96 

 概要 97 

通常の輸入取引（注 1）による輸入の場合、輸入申告価格は関税定率法により定められた原則的な方98 

法により計算することとなります。 99 

（注 1） 輸入取引：日本にいる買手が商品を日本に到着させることを目的として海外の売手との間で売買取引を100 

行い、実際に商品が日本に到着することとなった取引 101 

 102 

原則的な方法とは、日本の買手（注 2）が売手（注３）に対して支払う商品価格に、一定の費用を加103 

算して計算する方法です。 104 

（注 2）買手：本邦に拠点を有する者であって、当該拠点において実質的に自己の計算と危険負担の下に売手との105 

間で輸入貨物に係る輸入取引をする者 106 

（注３）売手：実質的に自己の計算と危険負担の下に買手との間で輸入貨物に係る輸入取引をする者 107 

 108 

図 3-2 109 
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 110 

 111 

 計算方法 112 

計算方法は以下に示すとおりです。 113 

図 3-3 114 

 115 

 116 

(2) 原則的な方法が使えない場合  117 

上記で説明した輸入申告価格の決定方法における原則的な方法は、状況によっては使うことができな118 

い場合があります。例えば、輸出者と輸入者の間に売買取引がない場合や、輸出者と輸入者が同じ者119 

である場合、商品が無償で取引される場合は、輸入取引によらない輸入であるため、原則的な方法を120 

用いることができません。その場合、以下で説明するその他の方法を用いて申告価格を決定する必要が121 

あります。 122 

 123 

図3-4 124 
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 125 

 126 

 127 

(3) 輸入申告価格の例外的な決定方法 128 

 同種又は類似の商品の取引価格を使う方法 129 

i. 概要 130 

商品と同種または類似の貨物がある場合、それらの輸入した際の申告価格を用いて計算する方法で131 

す。原則の方法が使えない場合、まずこの方法の使用可否から判断することとなります。 132 

 133 

ii. どのようなときに用いる方法か 134 

商品と同種又は類似の商品として以下の条件に当てはまるものがある場合、この方法を用いることができ135 

ます。なお、同種の商品がある場合は、類似の商品に優先して、同種の商品の輸入申告価格を使うこと136 

となります。 137 

 138 

【同種の商品として認められるもの】 ※以下すべてを満たすものに限ります。 139 

・ 輸入する商品と全く同じ形・品質・価値であること 140 

・ 商品が輸出された日の前後1か月以内に輸出されたものであること 141 

・ 商品と同じ生産国で生産されたものであること 142 

 143 

【類似の商品として認められるもの】 ※以下すべてを満たすものに限ります。 144 

・ その商品と全く同じではないが、同じ形・材質・機能であって商業上交換することが可能であるもの 145 

・ 商品が輸出された日の前後1か月以内に輸出されたものであること 146 

・ 商品と同じ生産国で生産されたものであること 147 

 148 

注：同種又は類似の商品として認められるものはかなり限定的であるため、計算に用いることは実際に149 
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はあまりありません。 150 

 151 

iii. 計算方法 152 

同種又は類似の商品として認められた商品の輸入時の輸入申告価格を、商品の輸入申告価格としま153 

す。 154 

 155 

iv. 用意すべき資料 156 

この方法を用いるには、参照しようとしている商品が輸入商品と同種又は類似の商品として認められるこ157 

と、それらが同じ生産国で生産され、輸入商品の輸出日から前後1か月以内に輸出されたものであるこ158 

とを証明する必要があります。 159 

 160 

具体的には下記のような資料を準備してください。 161 

・ 参照しようとしている商品と輸入商品の同一性・類似性を客観的に示す写真・仕様書・価格表 162 

・ 参照する商品が日本向けに輸出された際の出荷票（船荷証券(B/L)、航空貨物運送状163 

(AirWayBill)） 164 

・ 参照する商品を日本に輸入した際のInvoice、輸入許可書 165 

 166 

 167 

 商品の製造コストを使う決定方法 168 

i. 概要 169 

同種又は類似の商品を輸入したことがないなど、①の計算方法を用いることができない場合、商品の製170 

造コストに一定の費用を加算して輸入申告価格を決定することができます。 171 

 172 

ii. どのようなときに用いる方法か 173 

①の方法を用いることができず、出品者様にて商品の製造コストを把握することができ、その他の加算費174 

用について根拠資料と共に証明ができる場合、この方法を用いることができます。ただし、この方法は輸175 

入者と商品の生産者との間のその商品に係る取引に基づき、その商品が日本に輸入される場合に限り176 

用いることができます。すなわち出品者が生産者ではなく仲介者である場合や輸入者との間に商品に関177 

する取引がない場合、製造コストが判明していてもこの方法を用いることはできません。 178 

 179 

iii. 計算方法 180 

 181 

図 3-5 182 

 183 
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 184 

iv. 用意すべき資料 185 

この方法を用いる場合は、商品の製造コストと加算費用の客観的な根拠資料を準備いただく必要があ186 

ります。具体的には下記のような資料を準備してください。 187 

・ 商品の生産者により提供された生産に関する資料、原則として、生産者の商業帳簿 188 

・ 加算費用が実際に発生したことを示す該当費用の請求書 189 

 190 

 191 

 日本国内での販売価格から逆算する決定方法 192 

i. 概要 193 

この方法は(1)輸入申告の対象商品の日本国内での販売価格、または(2)輸入申告の対象商品と同194 

種又は類似の商品の日本国内での販売価格から、国内輸送費用や保管費用などの国内費用を差し195 

引いて、輸入申告価格を計算する方法です。 196 

 197 

ii. どのようなときに用いる方法か 198 

この方法は、計算に使うことができる国内販売価格と差し引く国内費用が判明しているときに使うことがで199 

きます。 200 

 201 

【計算に使うことができる国内販売価格の条件】 202 

・ 輸入する商品と同種又は類似※の商品が輸入申告の日に近い期間内(おおむね輸入申告の日前203 

後 1月以内)に、Amazon通販サイト上等で国内販売された価格であること 204 

※同種又は類似の商品に当てはまるかどうかは、上記①「同種又は類似の商品の取引価格を使う方法」の205 

【同種／類似の商品として認められるもの】をご確認下さい。 206 

・ 出品者と特殊関係（例：親子会社）にない顧客に国内販売された価格であること 207 

・ 出品者から国内の顧客への最初の段階の販売価格であること（顧客がさらに転売した場合の転売208 

価格でないこと） 209 

 210 

【差し引くことができる国内費用】 211 

・ 同種又は類似の商品を国内で販売した際の、国内販売に係る手数料または利益及び一般的な経212 

費 213 

・ 日本に輸入した後の国内での運賃・保険料等 214 

・ 日本輸入時に課された関税・消費税その他の公課 215 

 216 

iii. 計算方法 217 

図 3-6 218 
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 219 

 220 

iv. 用意すべき資料 221 

この計算方法を用いる場合、計算の合理的な根拠を示す客観的な資料によりその計算の基礎となる金222 

額や取引に関する事情を説明できる必要があります。具体的には以下のような資料を準備してください。 223 

・ 同種又は類似の商品のAmazon通販サイト、その他媒体の国内販売価格を証明できる資料 224 

・ 国内費用の根拠となる、運送会社や委託先から出品者への請求書 225 

 226 

 227 

 その他の方法 228 

i. 概要 229 

①～③で説明した方法が使えない場合、その他の方法として①～③の方法に調整を加えて計算し,また230 

は、税関長の定める方法により計算することとなります。 231 

今般、税関とAmazonは、海外から輸入した商品をAmazon FBA倉庫に納品する出品者様につい232 

て、③の方法に調整を加えて計算する方法により輸入申告価格を決定することを協議しました。 233 

 234 

ii. 計算方法  235 

下記は、出品者様が輸入申告価格を決定する方法として、税関とAmazonにより協議した計算方法236 

です。 237 

 238 

【参考となる国内販売価格と控除費用の根拠】 239 

・ 関税定率法基本通達４の４－２（２）に例示された規定を参考に、Amazonのサイトで販売さ240 

れた過去 30日間の販売価格の平均値から、資料により確認できる当該輸入貨物の日本到着後241 

の費用等を控除した後の価格を輸入申告価格とする。 242 

・ 日本到着後の費用として控除可能な費用は、「国内の運送に係る通常の費用」と「国内の販売に243 

係る通常の手数料」と考えており、これらの費用等に該当するかが基準となる。 244 
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 245 

【控除可能な手数料の例】 246 

・ FBA手数料は輸入後の商品の保管及び保管及び配送に係るものとして「国内の運送に係る通常247 

の費用」に当たると考えられるため、販売価格から控除可能な費用である。 248 

・ 出品手数料は販売手数料として「国内の販売に係る通常の手数料」に当たると考えており販売価249 

格から控除可能な費用である。 250 

 251 

iii. 免責条項 252 

上記は、税関が公表しているポリシーに基づいた理解となります。出品者および輸入者は、輸入貨物の253 

輸入申告価格について、Amazonが請求する費用とそれ以外で発生する費用をもって日本の税関に確254 

認を行う責任があります。 255 

 256 

4. 関係当局への問い合わせ 257 

このページで紹介した輸入申告価格の決定以外にも、商品によっては日本に輸入するために各種手続258 

や届出を行う必要があります。下記はそれら全てではありませんが、代表的なものについて各担当当局の259 

案内ページをご紹介します。必ず、商品を日本に輸入する前に必要手続きを把握し対応するようにしてく260 

ださい。 261 

 262 

輸入申告価格の決定について 263 

税関ホームページ：課税価格の計算方法 : 税関 Japan Customs 264 

税関 QA：輸入貨物に係る課税価格の計算方法及びその留意事項に関する一般的な質疑応答集 265 

輸入関係他法令 266 

税関ホームページ：1801 税関で確認する輸入関係他法令の概要（カスタムスアンサー） : 税関 Japan Customs  267 

・ 医薬品類の輸入について 268 

厚生労働省ホームページ：医薬品等の個人輸入について ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 269 

・ 食品類の輸入について 270 

厚生労働省ホームページ：食品衛生法に基づく輸入手続 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)  271 

・ 植物やその種子の輸入について  272 

植物防疫所ホームページ：植物を海外から日本へ持ち込む場合の規制｜植物防疫所 (maff.go.jp) 273 

・ 電気用品安全法について 274 

経済産業省ホームページ：電気用品安全法｜経済産業省（meti.go.jp）  275 

 276 

 277 

https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/keisan_index.htm
https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/shitsugi_outou.pdf
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1801_jr.htm
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/topics/tp010401-1.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/japanese.html
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/procedure.html

